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 研究要旨  

本研究では、小児医療提供体制についてアクセスに留意しつつ限られた小児医療資源を最適に配置

する医療提供体制および小児医療に関する専門医の配置を最適化・効率化するために、厚生労働省

「医療計画の指針」と日本小児科学会「小児医療提供体制に関わる事業」の考え方に基づき、小児科

医療の機能要件および施設基準に資する資料となる全国実態調査を実施する。小児科医療の機能につ

いては「診療体制」「人員配置」「診療実績」から、小児中核病院・小児地域医療センターの定量的

基準を探索するとともに、地域の実状を見える化することを目的とする。 

（研究方法） 

全国の小児医療を提供する病院 899施設を対象に、小児医療に関連する診療体制、人員体制、診療

実績に係るアンケート調査を実施する。調査方法は WEBおよび郵送とし、以下の分析を行う。 

①小児科医療を担う医療機関の診療体制、専門人員配置状況等の現状把握 

②15歳未満の診療実績、小児科医療の診療実績等の定量的分析 

③地理的データを用いた小児科医療体制の地域別状況の見える化 

分析においては、調査対象病院における小児医療機能を「救急性」、「重症度」、「専門性」の観

点に基づく診療実績を評価することとした。 

（研究結果） 

回収された調査票（回収率）65.4%を基に分析を行った結果、以下の結果を得た。 

1) 15歳未満の救急車受入件数が多いほど、高い小児科医療機能を有している傾向が示唆された。 

2)診療実績が一定の水準を満たさない項目数を定量的に評価した結果、救急件数と診療実績の関連性

の可能性が示唆された。また、救急件数にかかわらず、診療実績が相対的に小さい小児中核病院（中

核病院小児科）および小児地域医療センター（地域小児科センター）については、地域の実状を踏ま

えた評価の必要性が示唆された。 

3)地理的空間情報分析の結果、診療実績の定量的評価にはいくつかのパターンが考えられた。 

①周辺に施設が少なく、規模が大きいために周辺の医療圏を含めた基幹病院になっている地域 

②地域周辺に小規模な拠点病院が点在する地域 

③周辺に施設が少なく、規模が小さくとも地域医療圏の拠点病院を担っていると考えられる地域 

（結論） 

全国実態調査の結果、小児中核病院（中核病院小児科）と小児地域医療センター（地域小児科センタ

ー）の区分と診療実績や地域の実状が異なる可能性が示唆された。これらの分析結果を基に、地域に

おける小児科医療の実状を踏まえた小児科医療計画に資する基礎的資料の提示を目指す。 
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Ａ．研究目的 

本研究では、厚生労働省「医療計画の指針」と日

本小児科学会「小児医療提供体制に関わる事業」の

考え方に基づき、小児科医療の機能要件および施設

基準に資する資料となる全国実態調査を実施する。

小児科医療の機能については、アクセスに留意しつ

つ限られた小児医療資源を最適に配置する医療提供

体制および小児医療に関する専門医の配置を最適

化・効率化するために、「施設特性」「人員配置」

「診療実績」の観点から小児中核病院(小児専門医

療・入院小児救急)と小児地域医療センター(高度小

児専門医療・小児救命救急)を整理する定量的基準

を探索する。これらの定量分析に加え、地理的空間

情報分析を用いて地域における診療実績を見える化

し、地域の実状に応じた議論に資する資料を作成す

ることを目的とする。 

  

Ｂ．研究方法 

（調査目的） 

第 8次医療計画に向けた小児医療体制に関する課

題を整理するために、小児医療機関の機能および医

師・看護師等の配置状況ならびに小児医療に係る診

療実績に着目した全国の実態を把握するために、全

国の小児医療を提供する病院 899 施設を対象に、小

児医療に関連する診療体制、人員体制、診療実績に

係るアンケート調査を実施する。調査方法は WEBお

よび郵送とし、以下の分析を行う。 

①小児科医療を担う医療機関の診療体制、専門人

員配置状況等の現状把握 

②15歳未満の診療実績、小児科医療の診療実績

等の定量的分析 

③地理的データを用いた小児科医療体制の地域別

状況の見える化 

分析においては、調査対象病院における小児医療

機能を「救急性」、「重症度」、「専門性」の観点

に基づく診療実績を評価することを目的とした。 

 

 

（調査方法） 

全国の小児医療を提供する病院 899施設の小児科

診療科長または事務担当者を対象に、小児医療に関

連する施設特性、人員体制、診療実績（2018 年～

2021年の３か年分）に係るアンケート調査（全 17

問）を実施する。調査期間は 2021年 11月 4日から

2021年 12月 24日までに実施し、回収状況によっ

て 2022 年 1月 31日まで回答期限を延長する。調査

方法は WEB回答方式および郵送による紙媒体回答方

式とする。（別添１参照） 

（分析方法） 

分析については、小児中核病院(小児専門医療・

入院小児救急)・小児地域医療センター(高度小児専

門医療・小児救命救急)のミシン目(境目)となる基

準を探索するために、以下の分析を行った。 

[分析１]小児科医療施設の特性、専門人員配置状

況等の実態把握 

[分析２]小児科医療の診療実績に係る定量的分析 

[分析３]地理的空間情報分析を用いた小児科医療

に係る診療実績の地図上に見える化 

分析１では、調査対象病院の医療機能や提供体制

等の基礎的集計を行う。集計は厚生労働省「医療計

画の指針」に基づき、調査対象施設を小児中核病院

と小児地域医療センターの 2群に分類し、両群にお

ける違いや関連性について考察する。 

分析２では、調査票の診療実績に関する項目を

「救急性」と「重症度」の指標に分類し、それぞれ

の指標に対して一定の水準を設け、その水準に満た

ない病院を「診療実績が少ない」とし、診療実績の

少ない指標がいくつ該当するか定量的に評価する。

「一定の水準」の定義は、小児医療機能を提供する

ために必要な医療資源は一定程度全国共通であると

仮定し、全調査施設の中での診療実績が下位 10パ

ーセンタイル値となる値とする。 

診療実績のうち「救急性」については「15歳未

満の救急車受入件数」と定義し、診療体制の観点か

ら「250件/年未満」「 250件/年以上 1,000件未満

/年」「 1,000件以上/年」の 3群に分類する。診

療実績の評価項目数は全 7項目「 15歳未満の全身

麻酔手術患者」「15 歳未満外来患者数」「15歳未

満休日夜間外来患者数」「15歳未満 ICU入室患者

延べ数」「15歳未満 CHDF 患者延べ数」「15歳未満

気管挿管患者延べ数」「15歳未満 ECMO患者延べ

数」とする。なお、診療実績は COVID-19の影響の

小さい年度で最も直近の 2019年度を用いる。 

これらの分析の結果得られる定量的基準を基に、

小児中核病院・小児地域医療センターのミシン目の
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基準を作成する上で、どの指標をどの程度の基準値

とすることが妥当かを考察する。 

分析３については、地域によっては医療圏内小児

人口が少なく、当該施設が圏域をまたいで小児科医

療を提供している場合も十分にあり得ることから、

地理的空間情報分析を用いて、各指標の診療実績を

地図上で可視化する。解析用ソフトウェアは

ArcGIS を用いて、調査票データの記述統計結果を

施設住所の地図上にマッピングする。これらの分析

結果から小児医療へのアクセスと診療実績の観点か

ら、小児中核病院・小児地域医療センターの配置お

よび医療資源配分に関する検討を行う。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究では、個人情報や動物愛護に関わる調査・実

験は行わない。研究の遂行に当たっては、各種法令

や「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」

を含めた各種倫理指針等の遵守に努める。また、厚

生労働省医政局を始めとする関係各所の定めた規

定・指針等を遵守し、必要な申請を行う。また、実

施にあたっては、千葉大学の倫理審査委員会の許可

を得た。（ｘｘｘｘ） 

 

 

Ｃ．研究結果 

調査の結果、調査対象 899施設のうち 579 施設の回

答があり、回答率は 64.4％であった。  
対象施設数 回収

数 

回収率 

小児中核病院 203 164 80.8% 

小児地域医療

センター 

624 380 60.9% 

小児地域支援

病院 

74 41 55.4% 

分類不可 3 3 100% 

合計 899 588 65.4% 

表１：小児医療体制に関する調査回答内訳 

 

１．分析 1：調査対象病院における医療機能および

提供体制等の基礎的集計の結果 

まず第一に、厚生労働省が「医療計画の指針」で

示す小児医療機能と、日本小児科学会が示す小児医

療機能は必ずしも一致しないことと、１つの施設が

複数の小児医療機能を担っている施設が一定数以上

存在することが明らかとなった。（図 1-1）また、

日本小児科学会専門医研修施設の種別については、

小児中核病院群の施設は基幹施設が 66施設、連携

施設が 34施設と基幹施設の方が多かった。いっぽ

うで小児地域医療センター群の施設は、基幹施設が

47施設に対し、連携施設が 161施設と連携施設の

方が多い結果となった。（図 1-2） 

小児中核病院群と小児地域医療センター群におい

て日本周産期・新生児医学会新生児認定施設が占め

るそれぞれの割合については、小児中核病院群の認

定施設割合が 69.7%であるのに対し、小児地域医療

センターの認定施設割合は 33.8%と、小児中核病院

群の方が日本周産期・新生児医学会新生児認定施設

が占める割合が高い結果となった。（図 1-3）小児

中核病院群は周産期母子医療センターの割合が高

く、総合周産期母子医療センターが 67施設、地域

周産期母子医療センターが 68施設、いずれでもな

い施設は 23施設であった。それに対し、小児地域

医療センター群は、総合周産期母子医療センターが

26施設、地域周産期母子医療センターが 119施

設、いずれでもない施設は 219施設と、周産期母子

医療センター以外の施設が多い結果となった。（図

1-4） 

これに関連し、小児中核病院群の 93.6%が新生児

患者の休日・夜間受け入れをしていたが、小児地域

医療センター群は 63.7%であった。小児地域医療セ

ンター群には新生児患者の休日・夜間受け入れを行

わない施設が一定程度含まれている結果となった。

（図 1-5） 

災害時小児周産期リエゾンの在籍状況について

は、小児中核病院群の 55％に在籍していた。それ

に対し小児地域医療センター群では 20.7%の施設に

在籍している結果となった。（図 1-6） 

小児医療（入院）に携わる医師の専門性につい

て、いずれの専門医の平均配置人数は小児中核病院

群の方が小児地域医療センター群と比べて多く配置

されている結果となった。各群における専門医の内

訳については、小児中核病院群は小児地域医療セン

ター群と比べて、集中治療専門医と周産期専門医

（母体・胎児）をより多く配置している結果となっ

た。周産期専門医（新生児）は両群に配置されてい

るが、より多くの周産期専門医（新生児）が小児中

核病院群に配置されている結果となった。（図1-

7） 

小児医療（入院）に携わる常勤医師の年齢構成お

よび当直可能な年齢別医師数の年齢構成については

小児中核病院群と小児地域医療センター群との間に

大きな違いは見られなかった。（図 1-8）それに対

し、小児医療（外来）に携わる職員の職種について

は、小児中核病院群の方が小児地域医療センター群

と比べて医師および看護職員がより多く配置されて

いることに加え、臨床心理士・公認心理師、メディ
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カルソーシャルワーカー等の多様な医療職が携わっ

ている結果となった。（図 1-9および図 1-10） 

 

２．分析２：診療実績に基づく定量的評価の結果 

診療実績に関する指標のうち、小児医療機能を担

う上で共通基盤となる「救急性」の領域について、

15 歳未満の救急車受入件数と重症度の関連性につ

いて分析を行った。その結果、15歳未満の救急車

受入件数が多いほど、重症度の高い 15歳未満の患

者を受け入れている傾向が示唆された。（図 2-1）

この分析結果から救急件数と重症度が関連すると仮

定し、救急件数/年を、15 歳未満の救急件数/年間

が 250件/年の群、250件/年以上 1,000/年未満の

群、1,000件/年以上の群に分類し、それぞれの群

における診療実績を定量分析し、全７項目のうち一

定の水準を満たさない項目数を集計した。 

その結果、15歳未満の救急件数/年間が 250件/年

の群において、診療実績が一定の水準を満たさない

項目数が多い傾向が見られた。15歳未満の救急件

数/年間が 1,000 件/年以上の群については診療実績

が一定の水準を満たさない項目数が 0である病院が

多い結果となった。（図 2-2） 

 

３．分析３：地理的空間情報分析を用いた診療実績

の可視化の結果 

15歳未満の救急車受入れ件数(2019年)および重症

度指標下位10%該当項目数（2019年）ならびに救急

受入件数×重症度指標下位（2019年）について、そ

れぞれ地図上にマッピングし見える化を行った。

(図3-1) 

その結果、15歳未満の救急件数/年間が250件/年

の群、250件/年以上1,000/年未満の群、1,000件/年

以上の群をそれぞれ地図上に配置し、地域ごとの診

療実績とアクセスの関連を見える化した。（、図3-

2、図3-3、図3-4） 

 

 

Ｄ．考察 

本研究は、厚生労働省「医療計画の指針」と日本

小児科学会「小児医療提供体制に関わる事業」の考

え方に基づき、小児科医療の機能要件および施設基

準に資する資料となる全国実態調査を実施した。小

児科医療の機能を「施設特性」「人員配置」「診療

実績」の観点から、小児中核病院・小児地域医療セ

ンターの定量的基準を分析し、地理的空間情報分析

の手法を用いて、診療実績から小児医療機能とアク

セスの関連性について地域の実状を見える化した。 

分析の結果、小児中核病院群と小児地域医療セン

ター群における「施設特性」「人員配置」「診療実

績」それぞれについての特性が明らかとなった。 

人員配置における専門医の配置状況については、

PICUの人材資源は全国的に不足している背景を考慮

すると、集中治療専門医等が小児中核病院に集約し

ている傾向にあることから、一般小児科医師の業務

が過剰負荷となっている可能性が考えられた。それ

に対し、周産期専門医等のNICUの人的資源は小児中

核病院と小児地域医療センターに分散していた。仮

に新生児医療の集約化の議論を進める場合、地方で

は産科医が新生児医療の初期対応を実施する傾向に

あるが、都市部では新生児科医・小児科医が担う傾

向があるため、産科医療の動きに小児科側が合わせ

る形となる可能性がある。そのため追加分析とし

て、本調査結果と病床機能報告データを統合し、産

科標榜や分娩数の地理的分布との関連を評価し総合

的に検討する必要性が示唆された。 

また、小児医療機能に係る必要医師数について

は、地域小児科センターで小児科当直だけを提供し

ている場合、施設の小児科常勤医は最低８名以上、

総合周産期センター・地域周産期センターとしてNI

CUを持ち、小児科当直も提供している施設の場合、

小児科および新生児科常勤医は最低１６名以上必要

である。しかしながら本調査結果では、NICU・GCU

の平均医師数は６．６人であった。2024年の医師の

働き方改革を踏まえて小児医療体制を集約化で対応

すると仮定すると、機械的に考えれば施設数を約半

数とする計算となる。このような集約化は現実的で

はなく、地域の実状に応じた議論が必要であること

から、定量的評価および地理的空間情報分析等を踏

まえ、地域で有効な小児医療を提供するための医療

資源をどのように配置するかについて、小児医療圏

等の地域単位で議論を行うための分析の必要性が示

唆された。 

分析２の定量分析の結果、診療実績に関する指標

のうち、15歳未満の救急車受入件数と重症度の関連

性があると仮定した場合、15歳未満の救急件数/年

間が250件/年の群において、「 15歳未満の全身麻

酔手術患者」「15歳未満外来患者数」「15歳未満休

日夜間外来患者数」「15歳未満ICU入室患者延べ

数」「15歳未満CHDF患者延べ数」「15歳未満気管挿

管患者延べ数」「15歳未満ECMO患者延べ数」の診療

実績が、いずれも10パーセントタイル未満である小

児科医療施設が存在することが明らかとなった。 

重症度の高い高度な小児科医療を提供する施設

を、どの地域にどの程度配置すべきかという医療計

画においては、医師の専門性や職員の配置等、限ら

れた医療資源を重点的に配置する医療体制が求めら

れる。このような診療実績の少ない小児中核病院や

小児地域医療センターの取り扱いについては、定量

分析と地理的空間情報分析を組み合わせた地域の実

状に応じた議論の必要性が示唆された。 

分析３の地理的空間情報分析の結果、診療実績に

関する地域の実状には、いくつかのパターンがある

と考えられた。 
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① 周辺に施設が少なく、周辺の医療圏を含めた

大規模な基幹病院になっている地域 

② 同一医療圏に同規模の病院が点在する地域 

③ 周辺に施設が少なく、小規模な病院で地域医

療圏の小児科医療を担っている地域 

特に②については、アクセスの確保とのバランス

を踏まえつつ、地域の実状に応じた個別の議論が求

められる。 

本分析によって診療実績に基づく可視化が一定程

度実現できたことから、同一の手法を用いて定量的

基準となる診療実績やその一定の水準について精査

することで、地域の小児医療提供体制の議論に資す

る基礎的分析が可能となった。 

  

Ｅ．結論 

本研究による全国実態調査の結果、小児中核病院

と小児地域医療センターの区分と、人員配置や診療

実績の実態が一致しないことが明らかとなった。 

一方で、本研究の分析手法を用いることで、小児中

核病院と小児地域医療センターのミシン目となる定

量的基準を探索する手法と地理的空間情報分析を組

み合わせることで、地域における小児科医療の実状

を踏まえた小児科医療計画に資する基礎的資料の提

示が可能となった。 
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図 1-1 問 1 貴施設が有する機能（日本小児科学会が提案している小児医療提供体制に関わる 

事業案に記載されている小児医療機能）について 

 

 
図 1-2 問 3  日本小児科学会専門医研修施設(基幹施設・連携施設)の内訳 
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図 1-3 問 4  日本周産期・新生児医学会新生児認定施設の内訳 

 

 
図 1-4 周産期母子医療センターの内訳 
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図 1-5  新生児患者の休日・夜間受け入れの内訳 

 

 

 
図 1-6   災害時小児周産期リエゾン在籍の有無の内訳 
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図 1-7小児医療（入院）に携わる職員数（常勤換算）の資格取得者数の内訳 

 

 
図 1-8 小児医療（入院）に携わる職員数（常勤換算）の年齢階級別職員数内訳 
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図 1-9 小児医療（入院）に携わる職員数（常勤換算）のうち当直可能な年齢別医師数内訳 

 

 
 

図 1-10 小児医療（外来）に携わる職員数（常勤換算）の職種別内訳 
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図 2－1  15歳未満の救急車受入件数と 15歳未満の全身麻酔手術の実施件数（うち小児科）の関連 

 

 

 
 

図 2－2 診療実績が一定の水準を満たさない項目数（全７項目）の救急件数/年の群別比較 
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図 3-1 地理的空間情報分析の概要イメージ 
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図 3-2 15歳未満の救急車受入れ件数（2019年度）の地理的空間情報分析結果 

 

 
図 3-3 重症度指標下位 10％該当項目数（2019 年度実績） 
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図 3-4 救急受入件数と重症度下位 10％該当項目数（2019年度実績） 

 
図 3-5 救急受入件数と重症度下位 10％該当項目数（2019年度実績 関東地方抜粋） 
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図 3-6 救急受入件数と重症度下位 10％該当項目数（2019年度実績）中部地方抜粋 

 

 
図 3-7 救急受入件数と重症度下位 10％該当項目数（2019年度実績）中四国地方抜粋 

 

 


